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ご注意：本報道発表文は、本投資法人のスポンサー兼オペレーターであるリニューアブル・ジャパン株式会社と東急不動産株式会社間

の資本業務提携に関するお知らせに関して一般に公表するための文書であり、投資勧誘を目的として作成されたものではあり

ません。投資を行う際は、必ず本投資法人が作成する新投資口発行及び投資口売出届出目論見書並びにその訂正事項分をご覧

頂いた上で、投資家ご自身の判断でなされるようにお願いいたします。 

また、本報道発表文は、米国における証券の募集を構成するものではありません。本投資口は 1933 年米国証券法に従って

登録がなされたものではなく、1933 年米国証券法に基づいて証券の登録を行うか、又は登録の免除を受ける場合を除き、米

国において証券の募集又は販売を行うことはできません。米国において証券の公募が行われる場合には、1933 年米国証券法

に基づいて作成される英文目論見書が用いられます。その場合には英文目論見書は、本投資法人又は売出人から入手するこ

とができ、これには本投資法人及びその経営陣に関する詳細な情報並びにその財務諸表が記載されます。なお、本件におい

ては米国における証券の公募は行われません。 
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スポンサー兼オペレーターであるリニューアブル・ジャパン株式会社と 

東急不動産株式会社間の資本業務提携に関するお知らせ 

 

日本再生可能エネルギーインフラ投資法人（以下「本投資法人」といいます。）のスポンサー兼オペレーター

であるリニューアブル・ジャパン株式会社（以下「リニューアブル・ジャパン」といいます。）は、本日、東急

不動産株式会社（以下「東急不動産」といいます。）と資本業務提携を行うことを決定しましたので、下記の通

りお知らせいたします。 
 

記 

 

(1) 本資本業務提携の概要 

      平成29年8月10日、東急不動産はリニューアブル・ジャパンとの間で、再生可能エネルギー発電事業の

共同推進を通じたリニューアブル・ジャパンの価値向上等を目的とした業務提携について、また同時に、

リニューアブル・ジャパンが第三者割当増資により発行する普通株式の一部を東急不動産が約5億円引き

受けることについて合意しました。 

 

(2) 本資本業務提携の内容 

  1．東急不動産とリニューアブル・ジャパンは、それぞれ両社が有する再生可能エネルギー発電事業に関

するノウハウを共同活用することで、再生可能エネルギー発電事業を推進してまいります。 

2．東急不動産は、リニューアブル・ジャパンと再生可能エネルギー発電設備の共同出資ファンドの組成

を目指し、その資産規模は2,000億円を想定しています。 

    3．東急不動産とリニューアブル・ジャパンが共同出資するファンドが保有する再生可能エネルギー発電

設備は、今後、本投資法人に対して優先的に供給される計画となっています。 

4．本資本業務提携は、再生可能エネルギー発電事業の推進とともに、インフラファンド市場の成長と活

性化に大きく寄与できると考えています。 

 

(3) 今後の見通し 

本資本業務提携に基づき開発される再生可能エネルギー発電設備が、本投資法人に対して優先的に供

給されることを通じて、今後中長期的に、本投資法人のポートフォリオの拡大に大きく貢献するものと 

   考えられます。 
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※添付資料：東急不動産株式会社及びリニューアブル・ジャパン株式会社の開示資料 

 「再生可能エネルギー事業領域における東急不動産とリニューアブル・ジャパンの資本業務提携」 

以上 

 

＊本資料の配布先：兜倶楽部、国土交通記者会、国土交通省建設専門紙記者会 

＊本投資法人のホームページアドレス ： http://www.rjif.co.jp/ 

 

http://www.rjif.co.jp/


2017年 8月 10日 

報道関係者各位 

東急不動産株式会社 

リニューアブル・ジャパン株式会社 

 

東急不動産株式会社（本社：東京都港区、社長：大隈 郁仁 以下、「東急不動産」）とリニューアブル・ジャパン株

式会社（本社：東京都港区、社長：眞邉 勝仁 以下、「リニューアブル・ジャパン」）は、再生可能エネルギー事業の領

域において業務提携することと、リニューアブル・ジャパンが第三者割当増資により発行する普通株式を東急不動産

が約 5億円で引き受けることについて、2017年 8月 10日付で合意いたしましたのでお知らせいたします。 

 

１． 再生可能エネルギー事業の社会的な背景 

 

政府は 2015 年 7 月に策定したエネルギーミックスで、エネルギーの安定供給、自給率の改善という長年の目

標に関して 2030 年度に一次エネルギー自給率を 24.3％程度に引き上げることとしています。再生可能エネルギ

ーはその自給率の 13～14％程度を賄い、電源全体の構成においては 2014年度の実績値 12.2％から 2030年ま

でに 22～24％に引き上げることが目標となっています。また、2016年に批准したパリ協定では温室効果ガスの排

出量を 2030年までに 2013年度比で 26%削減することが目標に掲げられています。この達成のためにも再生可能

エネルギーの比率を高めることが必要です。 

 

２． 今回の業務提携および増資引受による効果について 

 

東急不動産は総合不動産ディベロッパーとして、オフィスビル・商業・住宅・リゾート等多岐に亘る開発事業を、

ファンドをはじめ様々な手法を用いながら手がけてきました。それらの経験から開発リスクを理解し、解決策の知

見を保有しています。加えて事業全般のマネジメント、事業資金の調達まで様々な形式で事業のサポートを行う

ことができます。これまで 2 箇所のメガソーラー（再生可能エネルギー発電所事業）の開発実績があり、今回の提

携により、アセットマネジメント事業の領域と収益を獲得し、インフラ投資分野における新たな投資対象資産の拡

大に取り組んでまいります。 

 

リニューアブル・ジャパンは再生可能エネルギー事業のディベロッパーとして、約 500MW（2017 年 7 月 31 日時

点）の再生可能エネルギー発電施設等の企画、開発、EPC（設計、調達、建設）、発電所の運営、保守管理

（O&M）を行っています。また、再生可能エネルギー発電施設等を投資対象とするインフラファンド市場に日本再

生可能エネルギーインフラ投資法人を上場させ、再生可能エネルギー事業と金融を融合したインフラ投資市場の

拡大を推進しています。 

 

今回、東急不動産とリニューアブル・ジャパンは、リニューアブル・ジャパンが保有する再生可能エネルギー事

業の権利のうち約 250MWを共同で開発します。リニューアブル・ジャパンが案件のソーシングと開発、EPC工事、

O&Mを、東急不動産が工事監理を含むプロジェクトマネジメント業務、資金調達を含むアセットマネジメント業務を

実施することで、再生可能エネルギー事業の川上から川下までをカバーできる体制を共同で構築することができ

ます。 

再生可能エネルギー事業領域における 

東急不動産とリニューアブル・ジャパンの資本業務提携 



なお、両社が開発した再生可能エネルギー発電所の受け皿となる共同出資ファンドの組成を目指してまいりま

す。資産規模 2,000 億円を想定しており、それらインフラ資産が順次インフラファンド市場に移行すれば、インフラ

ファンド市場全体の成長、活性化に大きく寄与できると考えています。また、組成するファンドは、今後日本再生

可能エネルギーインフラ投資法人に対して優先的に物件供給を図る計画です。 

 

今回の業務提携と増資引き受けにより、東急不動産、リニューアブル・ジャパンのそれぞれの得意とする分野を

相互に活用して相手方の事業を補完することが期待できます。両社でクオリティの高い再生可能エネルギー発

電施設等の開発及び安定的な運営、維持・管理を通じ、電力の安定供給と保有施設が所在する地域の更なる

活性化を進めてまいります。 

 

 

＜各社概要＞ 

【東急不動産株式会社の概要】 

設立 1953年 12月 

本社所在地 東京都港区南青山 2-6-21 

代表者 大隈 郁仁 

資本金 57,552百万円 

事業内容 総合不動産ディベロッパー 

 

 

【リニューアブル・ジャパン株式会社の概要】 

設立 2012年１月 

本社所在地 東京都港区虎ノ門 1-2-8 

代表者 眞邉 勝仁 

資本金 409百万円 

事業内容 再生可能エネルギー事業 

 

 

【日本再生可能エネルギーインフラ投資法人の概要】 

設立 2016年 8月 

本社所在地 東京都港区虎ノ門 1-2-8 

代表者 執行役員 井野好男 

資産運用会社 アールジェイ・インベストメント株式会社 

投資法人の目的 再生可能エネルギー発電設備等の保有および運用 

 

以 上 


